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新型インフルエンザ患者発生に伴う保育園臨時休業について 

 

このことについては、下記のとおり新型インフルエンザ感染拡大防止のため、臨時休業（クラス閉

鎖）の措置をとりますので、お知らせします。 

 

記 

 

１．対象園・クラス 長浜市立びわ認定こども園５歳児（そら組・33人）、４歳児（ちゅ

うりっぷ組・26人）２クラス 

２．期 間 平成２１年１１月３０日（月）から１２月５日（金）まで５日間 

（そら組） 

１２月１日（火）から６日（土）まで５日間 （ちゅうりっぷ組） 

３．その他 １１月３０日（月）現在、そら組においては園児１２名（５歳児、

男６名・女６名）、ちゅうりっぷ組においては園児４名（４歳児、

男２名・女２名）が新型インフルエンザと診断され欠席しており、

長浜市の保育施設等の臨時休業基準により、対象クラスの臨時休業

を行います。 

※現在閉鎖中の保育園クラス 

六荘認定こども園ほし組（５歳児）：11月 26日～30日まで 

 

                                                                                              

 

（参考） 

長浜市立びわ認定こども園 （長浜市八木浜町26番 1） 

園長 中村 はす美 

園児数  ２７６名 

０～１歳児・１クラス、１歳児・２クラス、２歳児・２クラス、 

３歳児・４クラス、４歳児・３クラス、５歳児・２クラス   計１４クラス 

 

○臨時休業基準 

①組内で新型インフルエンザ感染者が約 10～15％に達したとき 

②施設内において、まん延するおそれがあるとき 

○休業期間 

４～７日間 


